
都市計画変更案の概要(特別用途地区の変更)

現 行

変更後

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

機械金属・流通関連特別業務地区

情報技術関連特別業務地区

複合交流機能特別業務地区

＜特別用途地区とは＞

用途地域に上乗せし、地域特性に応じ建築物の用途などを

地方公共団体において独自に制限する都市計画
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札幌圏都市計画特別用途地区（石狩市）の変更案における各計画の位置付けについて 

 

札幌圏都市計画特別用途地区（石狩市）の変更案は、北海道が策定する「石狩湾新港地域土地利

用計画」を始め、『石狩市都市計画マスタープラン』及び『石狩市立地適正化計画』等の本市のまち

づくりに関する計画に基づいて作成しています。 

 

石狩市都市計画マスタープラン 

 

都市計画マスタープランとは… 

石狩市の都市計画に関する基本的な方針となるものです。石狩市が定める都市計画は、この都市計画マ

スタープランに即したものでなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別用途地区の変更を予定しております石狩湾新港地域については、「地域の多様なニーズに対応す

るため、特別用途地区の見直しを検討する」としております。 

 

 

 

 

 

石狩市都市整備骨格方針 P11より抜粋 

※ 



石狩市立地適正化計画 

 

立地適正化計画とは… 

居住機能や医療・福祉・商業・公共交通等の都市機能を誘導することにより、都市全体を見渡したうえ

で、コンパクトなまちづくりに向けた取り組みを推進しようとする計画です。石狩市では下記のとおり

区域を設定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画変更を予定しております石狩湾新港地域については、地域の特性に合わせた石狩市独自の施

策を展開していくことを目的として「道央圏広域サービスエリア」に設定しており、石狩湾新港地域の

就業者の利便性向上を図るため、積極的に地域の活性化や振興施策を推進するほか、道央圏の方々にも

広くサービスを提供するエリアとしております。 

石狩市都市整備骨格方針 P22、24 より抜粋 

※ 


